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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月29日(2008.2.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学フィルムの片面または両面に粘着剤層が設けられている粘着型光学フィルムにおい
て、前記粘着剤層の端部の少なくとも一部が、前記粘着剤層を積層する光学フィルムの面
の端辺よりも内側にある部分を有することを特徴とする粘着型光学フィルム。
【請求項２】
　さらに離型フィルム、光学層、第二の光学フィルムおよび第二の粘着剤層から選択され
た層を少なくとも１層以上積層した請求項１記載の粘着型光学フィルム。
【請求項３】
　前記内側にある部分を有する粘着剤層の端部は、断面内の一部が前記光学フィルムの端
辺ぎりぎりまである形状をとる、請求項１または２記載の粘着型光学フィルム。
【請求項４】
　前記内側にある部分を有する粘着剤層の端部が凹部端面を有する、請求項３記載の粘着
型光学フィルム。
【請求項５】
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　前記内側にある部分を有する粘着剤層の端部が凸部端面を有する、請求項３記載の粘着
型光学フィルム。
【請求項６】
　前記内側にある部分を有する粘着剤層の端部が、前記粘着剤層の全周囲長さの１／２以
上に形成されている、請求項１～５のいずれかに記載の粘着型光学フィルム。
【請求項７】
　前記内側にある部分を有する粘着剤層の端部が、前記粘着剤層の全周囲に形成されてい
る、請求項１～５のいずれかに記載の粘着型光学フィルム。
【請求項８】
　前記光学フィルム端辺と、前記内側にある部分を有する粘着剤層の端部の距離が、１０
μｍ～３００μｍである、請求項１～７のいずれかに記載の粘着型光学フィルム。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載の粘着型光学フィルムを用いた画像表示装置。
【請求項１０】
　光学フィルム上に形成された粘着剤層をその両面から加圧することによって、前記光学
フィルム側面の端部から粘着剤層をはみ出させる工程、
　前記はみ出させた状態の粘着剤層の側面を切削または切断する工程、その後、前記粘着
剤層への加圧状態を解放する工程を有する粘着型光学フィルムの製造方法。
【請求項１１】
　前記粘着剤層が、動的粘弾性により求められた２５℃での貯蔵弾性率が１．０×１０4

～１．０×１０7Ｐａの範囲にある粘着剤により形成されたものである、請求項１０記載
の粘着型光学フィルムの製造方法。
【請求項１２】
　前記粘着剤層への加圧状態を解放する工程は、粘着剤層をその厚み方向外側に引っ張る
工程からなる、請求項１０または１１記載の粘着型光学フィルムの製造方法。
【請求項１３】
　前記粘着剤層の側面を切削または切断する工程において、前記光学フィルムを同時に切
削または切断する、請求項１０～１２のいずれかに記載の粘着型光学フィルムの製造方法
。
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